
令和6年度からの新たな市役所の課室配置を紹介します令和6年度からの新たな市役所の課室配置を紹介します

階段

吹抜 議場
トイレ

議事課

EV

EV
階段

トイレ

階段 大会議室

⑤生活
保護室

トイレ

吹抜 ④保育課 EV

①社会
福祉課

②子育て
支援課

階段 ③こども
家庭課

※西庁舎の市民課・国保医療課
は、4月30日から東庁舎に集
約されます。
なお、住民票などの各種証明
書は西庁舎1階市民課証明専
用コーナーで引き続き発行し
ます。

階段
第４
会議室

④
監査課 EV

問合せ　総務課

トイレ

第３
会議室

第５会議室
EV 吹抜

政策審議室
トイレ

①スポーツ課 ②生涯学習課

③学校教育課

階段

※東庁舎分館は廃止し、
　こども家庭課（旧家庭支援課）は、
　東庁舎２階へ移転します。

移転後業務開始 4月15日

移転後業務開始 4月22日

移転後業務開始 5月7日

移転後業務開始 5月13日

移転後業務開始 4月30日

移転後業務開始 5月7日

移転後業務開始 4月1日

⑦下水道課 ⑥商工
農政課 ＥＶ

⑤施設管理課 ④都市整備課

階
段 本部会議室 災害対策

本部室

201
会議室

市民活動
スペース

ＥＶ

階
段

倉庫

トイレ

202
会議室

階段
①環境課 ②危機

管理課
③まち
づくり
推進課

3
0
1

会
議
室

302
会議室 ③人事課 ＥＶ

②
秘
書
広
報
課

階段 ④情報
推進課 ホール

①政策
調整課

階
段

トイレ

コミュニティセンター

ＥＶ

トイレ

会議室
1

会議室
2

階段

当
直
室 ⑤会計課

トイレ出入口

④総務課

ロビー ＥＶ

③財政課

階
段

出入口

消費生活
相談室

トイレ 総合
受付

受付
ロビー

出入口
階段

ロビー 101
会議室

コミュニティ
センター受付

市
民
課
証
明

専
用
コ
ー
ナ
ー

①税務課 
②
収
納
課

相
談
室

出入口

階
段

出入口

ＥＶ

ト
イ
レ

出入口

トイレ

階段

EV

出入口
総合
受付

階段 ①市民課 EV

トイレ

中庭 ②国保医療課 トイレEV

④会計課
階段

出入口

③高齢福祉課

階段

出入口

出
入
口

東西庁舎シャトルバス時刻表

8時
9時

10時

11時

12時

13時

14時

15時

16時

17時

西庁舎発
30分
00分
30分
00分
30分
00分
30分
00分
30分
00分
30分
00分
30分
00分
30分
00分
30分
00分

東庁舎発
45分
15分
45分
15分
45分
15分
45分
15分
45分
15分
45分
15分
45分
15分
45分
15分
45分
15分

障害者・福祉に関する相談

暮らし・仕事・まちづくり・行政に関する相談

相談名 と　き（祝・休日は除く） ところ・問合せ・申込み

■障害者のための就業相談 月~金　9:00~17:00  尾張中部障害者就業・生活支援センター
 052（908）2540

相談名 と　き（祝・休日は除く） ところ・問合せ・申込み

■弁護士による法律相談
【予約制】（1組につき30分）

Ａ：4/18(木)・5/9(木)9:00～12:00
Ｂ：4/25(木) 9:00～12:00
予約受付：4/3(水)～

 A:社会福祉協議会本所相談室
　 B:総合福祉センターもえの丘1階支援センター相談室

  社会福祉協議会本所　 （25）8500
※予約制の相談については、当月3日（祝・休日などの場合

は、翌日以後最初の平日）から受付を開始します。
※司法書士相談については、受付期間に予約が入らな

かった場合は開催しません。
※弁護士による法律相談については、令和６年度より、

「相談回数」をお１人あたり１年度につき２回までと
させていただきます。ご了承ください。

■司法書士相談【予約制】
（1組につき50分）

Ｂ：4/16(火) 13:30～16:20
Ａ：5/7(火)13:30～16:20
予約受付Ｂ：4/3(水)～4/12(金)

Ａ：4/3(水)～5/1(水)

■不動産取引の悩みごと相談 Ａ：4/18(木) 13:00～16:00

■消費生活相談 火~金　受付13:00~16:00
(※5月14日(火)から西庁舎1階に移動します）

   消費生活センター  （22）1111
原則お住まいの市町村での受け付けとなります。

■求人情報提供、職業相談・紹介 月~金　9:30~17:00    北名古屋市地域職業相談室（社会福祉協議会本所内）
（24）8689

■男女共同参画を阻害する
権利侵害の相談【予約制】 月~金　8:30~17:00   まちづくり推進課 

■市民活動相談【予約制】 月~金　8:30~17:00   まちづくり推進課 

■広聴相談（市行政一般）【予約制】 月~金　9:00~17:00   秘書広報課 

■外国人生活相談【予約制】 月~金　9:00~17:00   国際交流協会  （22）1111

就
学
援
助
制
度

市
内
の
小
・
中
学
校
に
在
学
し
、

就
学
の
た
め
に
経
済
的
な
援
助
を
必

要
と
す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
に

対
し
、
学
用
品
費
や
給
食
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な
ど
の

一
部
を
援
助
し
ま
す
。

次
の
い
ず
れ
か
の
世
帯

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
世
帯

○
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
世
帯

○
市
民
税
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非
課
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・
減
免
世
帯

○
国
民
年
金
掛
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の
全
額
免
除
世
帯

○
国
民
健
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保
険
税
の
減
免
世
帯
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他
経
済
的
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困
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し
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と
教
育
委
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認
め
た
世
帯

所
定
の
申
請
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学
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校
教
育
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に
あ
り
ま
す
）に
必
要

事
項
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を
添
え
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各
小
・
中
学
校
へ
。

学
校
教
育

課

レ
ジ
ャ
ー
農
園
更
新
手
続
き

更
新
ま
た
は
終
了
の
手
続
き
の
た

め
、
４
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１
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付
け
で
送
付
し
た
案

内
書
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を
持
っ
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商
工
農
政
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へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

商
工
農
政
課

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
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ク
中
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ご
み
な
ど
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収
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ご
み
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資
源
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通
常
ど
お
り
収
集

し
ま
す
。

環
境
課

農
業
用
水
の
通
水

４
月
19
日（
金
）か
ら
、
農
業
用
水

の
通
水
が
始
ま
り
ま
す
。
水
難
事
故

な
ど
が
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な
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よ
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協
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く

だ
さ
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。
止
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９
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。

○
子
ど
も
を
水
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近
づ
か
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○
水
路
の
近
く
で
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る
子
ど

も
を
見
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け
た
ら
注
意
す
る

○
水
路
に
ご
み
、
木
片
、
石
、
草
を

投
げ
込
ま
な
い

商
工
農
政
課

行
政
相
談

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
行

政
相
談
委
員
が
、
行
政
に
関
す
る
ご

意
見
や
ご
要
望
を
受
け
付
け
、
そ
の

解
決
や
実
現
の
促
進
、
行
政
運
営
の

改
善
な
ど
を
図
っ
て
い
ま
す
。

４
月
25
日（
木
）午
前
９
時
～
11
時

30
分

面
談
室
１

◆
行
政
相
談

委
員
＝
菊
谷
礼
子
、
町
田
和
好
、
長

谷
川
源
幸

総
務
課

2829 「広報北名古屋」 令和6年4月 「広報北名古屋」 令和6年4月
 電話（市外局番がないものは0568）
 メール 　  ホームページ 　  西庁舎 　  東庁舎

 とき   ところ   内容   対象   定員
 参加費・入場料・利用料（マークなしは無料）   持ち物   申込み   問合せ


